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本⽇の内容
1. 発⽣⼟に含まれる⾃然由来の重⾦属等とは？
2. 建設⼯事における⾃然由来重⾦属等対策の経緯
3. 国交省マニュアルの概要と改訂版での変更点の解説
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「重⾦属等」とは
• 重⾦属の科学的定義
• ⽐重4g/cm3より重い⾦属
• 原⼦番号26｢鉄Fe｣より重

い⾦属元素
• ⼟壌汚染対策法で定め

る｢第⼆種特定有害物質
（重⾦属等）｣
• As 砒素
• Pb 鉛
• Se セレン
• Cd カドミウム
• F ふっ素
• Hg ⽔銀
• Cr6+六価クロム
• B ほう素

• CN-シアン化合物（⾃然界
にほとんど存在せず）
≒⼈為汚染由来
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ハロゲン
↓半⾦属

⾦属元素

↙アルカリ⾦属

←アルカリ⼟類⾦属

⾮⾦属

8元素は
⾃然界で
普遍的に存在
≒⾃然由来

建設⼯事における⾃然由来重⾦属対策の経緯
• 2002年⼟壌汚染対策法の制定
• 平成14年（2002年）に公布（⼈為汚染された⼟壌のみを対

象）
• 平成22年（2010年）改正で⾃然由来汚染も対象となる

• 2002年⼟⽊研究所にて⾃然由来の⼟壌と岩⽯への対応の
研究を開始
• 2007年｢建設⼯事における⾃然由来の重⾦属汚染対応マニュア

ル（暫定版）｣（共同研究報告書：⼟⽊研究所ほか）
• 国⼟交通省総合政策局（事業総括調整官室）が｢国交省マニュ
アル｣作成委員会を組織（事務局：⼟⽊研究所・寒地⼟⽊研究所）

• 2010年3⽉｢建設⼯事における⾃然由来重⾦属等含有岩
⽯・⼟壌への対応マニュアル（暫定版）｣公表
• 2015年5⽉｢建設⼯事で発⽣する⾃然由来重⾦属等含有⼟対応

ハンドブック｣（国交省マニュアルの解説）発刊
• 2023年3⽉｢建設⼯事における⾃然由来重⾦属等含有岩

⽯・⼟壌への対応マニュアル（2023年改訂版）｣公表

本マニュアルの取り扱いの
前提として、当該⼯事が関
係法令等の対象となる場合
には、法令等への対応が優
先される。
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｢国交省マニュアル｣の特徴
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1. ⼟対法を踏まえつつ、岩⽯にも適⽤可能な
独⾃の発⽣源評価を採⽤

2. 重⾦属汚染のリスク評価モデルを導⼊
サイト概念モデルに基づくリスク評価を導⼊し、地下
⽔等の飲⽤摂取に関する対応⽬標として、地下⽔環境
基準のほか、地下⽔のバックグラウンド濃度を考慮し
ている。

3. 多様な対策⼯法の提⽰
⼟壌汚染対策法に位置づけられている標準的な対策⼯
法（⼆重遮⽔、不溶化等）に加えて、⼀重の遮⽔⼯封
じ込め、吸着層⼯、転圧⼯、⽔処理⼯、⾃然地盤吸着
なども採⽤可能

4. 維持管理（モニタリング）⽅法の提⽰

改訂版マニュアルでの変更点

• 平成22年（2010年）の暫定版公表から10年超が経過し、そ
の間の対応事例の蓄積、新たな調査・対策⼯の普及等を踏
まえた改訂を実施。

• 2023年改訂版での主な変更点
1. 重⾦属等に加え、酸性⼟への対応を追加
2. 溶出評価への実現象再現溶出試験の活⽤を推奨
3. 発⽣⼟の受⼊先のリスクレベルに応じた最適な対策選択

の考え⽅を整理
4. 重⾦属等の全含有量を⽤いたスクリーニング基準を廃⽌
5. モニタリング⽅法の明確化
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国交省マニュアルの構成と本⽇の解説箇所
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第1章総説(pp.1-13)
• 1.1マニュアルの⽬的
• 1.2適⽤範囲
• 1.3留意事項
• 1.4⽤語の定義と解説

第2章⾃然由来重⾦属等含有⼟および酸性⼟への対応
の基本事項(pp.14-61)
• 2.1対応の基本的考え⽅
• 2.2対応の検討の進め⽅
• 2.3法的枠組みへの対応
• 2.4地質状況の把握と発⽣⼟の性状把握
• 2.5重⾦属等の起源の確認
• 2.6要管理⼟の区分
• 2.7要管理⼟の受⼊先
• 2.8要管理⼟を盛⼟等に利⽤する場合の対応⽬標の設定
• 2.9要管理⼟の発⽣源評価
• 2.10要管理⼟のリスク評価
• 2.11対応⽅針の決定
• 2.12構造物の機能およびその安定性の確保

第3章調査(pp.62-114)
• 3.1調査の⽬的およびその概要
• 3.2事業段階に応じた調査の進め⽅
• 3.3調査・試験⽅法
• 3.3.1資料等調査
• 3.3.2地形・地質調査
• 3.3.3⽔理・⽔⽂調査
• 3.3.4地質試料の採取と試験試料の調製
• 3.3.5⽔質試験
• 3.3.6地盤物性調査
• 3.3.7要管理⼟の評価のための試験
• 3.3.8実現象再現溶出試験
• 3.3.9必要に応じて実施する試験

• 3.4要管理⼟のリスク評価における影響予測のための調査

第4章要管理⼟への対応(pp.115-164)
• 4.1要管理⼟を盛⼟等に利⽤する場合の対応
• 4.2⼟質改良が必要な場合の対応
• 4.3対策⼯法
• 4.3.1盛⼟に利⽤する場合
• 4.3.2埋戻しへの利⽤
• 4.3.3⽔⾯埋⽴への利⽤

• 4.4施⼯時の拡散防⽌対策
• 4.5モニタリング
• 4.6施⼯後の管理と記録の保管

参考資料1〜19(p.165-256)

改訂版マニュアルでの変更点︓マニュアルの⽬的（1.1,p.1)
• 2010年暫定版

本マニュアルは、公共⼯事として実施される建設⼯事にお
いて、⾃然由来の重⾦属等を含有する岩⽯、⼟壌、あるい
はそれらの混合物（以下、｢岩⽯・⼟壌｣という）に起因す
る⼈への健康への影響のおそれが新たに発⽣する場合の調
査、設計、施⼯及びモニタリングにおける技術的な対応⽅
法を⽰すものであり、その影響の防⽌を⽬的とする。

• 2023年改訂版
本マニュアルは、公共⼯事として実施される建設⼯事（以下、
「公共建設⼯事」という。）において、⾃然由来の重⾦属等を含
有する岩⽯・⼟壌、あるいはそれらの混合物（以下、「⾃然由来
重⾦属等含有⼟」という。）に起因する⼈の健康への影響のおそ
れ、あるいは掘削などに伴い、⻑期にわたり酸性⽔を発⽣させる
岩⽯・⼟壌、あるいはそれらの混合物（以下、「酸性⼟」とい
う。）による⽣活環境への影響のおそれが新たに発⽣する場合の
標準的な技術的対応⽅法を⽰すものであり、周辺の環境安全性を
確保しながら効率的な事業施⾏の推進を図ることを⽬的とする。

⾃然由来重⾦属含有｢岩⽯・⼟壌｣
＋

酸性⼟への対応

健康への影響の防⽌
↓

効率的な事業施⾏の推進
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｢⼟は有効な資源であるため、
適切に活⽤すべきである｣
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用地境界

 ①発生源
（ 自然由来重金属等を
　 含有する岩石・ 土壌）

③周辺状況
（ 用地境界や保全対象の位置）

用地境界において地下水

環境基準を達成するこ と

を対応目標の基本と する

 曝露経路

（ 地下水経由の摂取）
③周辺地盤

（ 地下水流向・ 流速や地盤の
　 重金属等の移行特性）

変更点︓要管理⼟を盛⼟等に利⽤する場合の対応⽬標の設定（2.8）
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要管理⼟を盛⼟等に利⽤する場合の対応⽬標（2.8）
• ⼈への健康影響がないこと

⻑期的に下記の基準を満⾜しない場合、対策を⾏う
ことが原則となる。基準の設定には⽔利⽤の可能性、
表流⽔・地下⽔のバックグラウンド濃度等を考慮す
ること。

敷地境界での地下⽔ → 地下⽔環境基準
公共⽤⽔域への排⽔ → ⼀律排⽔基準
（⼟粒⼦の経⼝摂取 → ⼟壌含有量基準）

• 動植物への影響が⼩さいこと（酸性⼟への対応）

• 発⽣⼟の管理を⾏わない場合には、⼟壌汚染
対策法、その他の基準にも適合すること

※埋め⽴て処分場等の受⼊先へ搬出する場合は、上記に拘わ
らず、受⼊基準を満⾜していれば良い。

影響予測の実施（サイト概念モデルによる影響予測解析）

• 発⽣⼟の性状（重⾦属の溶出濃度・含有量、酸性化可能性）
• 盛⼟予定箇所周辺の情報の整理
• 保全対象（敷地境界）の曝露経路と距離

• 地盤特性の把握
• 重⾦属等の吸着特性、地下⽔流向流速など移⾏特性の把握

(⼀社)⼟⽊研究センター「概要説明資料」より引⽤

酸性⼟（酸性⽔）の環境影響の例

酸性⽔を発⽣させる
硫酸性酸性⼟の例

⻩鉄鉱を豊富に含
む熱⽔変質岩が⾵化
（粘⼟化）した露頭

⾚⽔・サビ⽔の発⽣
植物の枯死・⽣育不良
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建設⼯事における⾃然由来重⾦属対策の流れ（2.1）

1.計画段階
①事業計画
②概略設計
③詳細設計
④施⼯計画

2.施⼯段階
3.維持管理段階
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リスク
回避 対策⼟量の低減

公共⼯事での利⽤
⺠有地での利⽤

追加対策の実施、
廃棄物処分場・浄化等
処理施設・埋⽴地など
への搬出

(⼀社)⼟⽊研究センター「概要説明資料」より引⽤

リスクとコストの増加

受⼊先の状況に応じた対応⽅法の選択（2.1）
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（3000m2超の場合）⼟対法第4条１項
「⼟地の形質変更届」の提出

法令等の適⽤
対象か？

受⼊先候補地の選定等

⾃ら利⽤
（搬出管理が可能な場合） 受⼊先へ搬出通常の発⽣⼟として搬出

法令等に基づき対応
要管理⼟か？

対象である

対象外

要管理⼟ではない
要管理⼟である

受⼊先に応じた評価

• 環境への影響が⼩さく、かつ、⼟対
法の基準を満⾜すれば搬出可能

• 利⽤環境を踏まえた評価・対策を実施
し、管理下での利⽤を⾏う。

• 実質的に環境への影響が防⽌できれば
よい。

• 受⼊基準に合致していれば搬出可能

• ⼟壌汚染対策法
• ⽔質汚濁防⽌法
• 廃棄物処理法
• 発⽣⼟の移動に関する法令や条例等

• 残⼟条例、盛⼟条例、etc.
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本マニュアルに基づく対応の流れ

図-2.1.3 本マニュアルに基づく対応の流れ 13

本マニュアルに基づく対応の流れ

図-2.1.3 本マニュアルに基づく対応の流れ 14
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本マニュアルに基づく対応の流れ

図-2.1.3 本マニュアルに基づく対応の流れ 15図-2.1.3 本マニュアルに基づく対応の流れ

発⽣⼟の分類⽅法の変更点︓｢要管理⼟｣の細分類（2.1）

• 従来の｢対策⼟｣を｢要管理⼟｣とし｢要対策⼟｣と｢搬出時管理⼟｣に細分受
⼊先とリスク評価対象のレベルに応じた、標準的な対応⽅法を整理
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搬出時管理⼟

利⽤環境におい
て、周辺への影
響の懸念が⼩さ

い⼟

要対策⼟

利⽤環境におい
て、周辺への影
響が懸念され、
対策が必要な⼟

建設⼯事で発⽣する⼟（発⽣⼟）

法令等の対象と
なる⼟

・⼟壌汚染対策
法

・建設汚泥
・⾃治体の条例
対象など

要管理⼟
法令等の対象外であるが、管理が必要な⼟

2010年暫定版

法令等の対象
となる⼟

・⼟壌汚染対
策法

・建設汚泥
・⾃治体の条
例対象など

対策⼟

法令等の対象
外であるが、
重⾦属等の対
応が必要な⼟

上記以外：通常の発⽣⼟ 上記以外：通常の発⽣⼟
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発⽣⼟の分類⽅法の変更点︓｢要管理⼟｣の細分類
⼟：地⼭の掘削物の総称。すなわち、固結した岩盤の

掘削物および⼟壌。
発⽣⼟：建設⼯事に伴い副次的に発⽣する⼟。

• 通常の発⽣⼟
• ⼟対法基準を満⾜し、⻑期的に重⾦属等の溶

出や酸性化の懸念が⼩さい
• 要管理⼟
• 通常の発⽣⼟以外の⼟で、何らかの管理が必
要な⼟。⼟の属性（重⾦属等の溶出・酸性⽔
の発⽣）に加えて、その使い⽅、搬出先の状
況により分類される。

17

• 搬出時管理⼟ （極低リスク）
• 要対策⼟ （低〜⾼リスク）

• 要対策⼟（酸性⼟）
• 要対策⼟（低濃度）

• リスクレベルⅠ〜Ⅳ
• 要対策⼟（⾼濃度）

発⽣⼟の分類⽅法の変更点︓｢要管理⼟｣の細分類

• 搬出時管理⼟→対策不要
置いておくだけなら、環境影響度が⼩さいが、
重⾦属等を含有・溶出するため管理は必要。

• 要対策⼟→対策が必要
• 要対策⼟（酸性⼟）

重⾦属等の溶出は少ないが、酸性化を伴う
• 要対策⼟（低濃度）リスクレベルⅠ〜Ⅳ

有害物質の種類と濃度、搬出先の環境、⽔利⽤の
状況等の兼ね合いにより、リスクレベルを区分

• 要対策⼟（⾼濃度）
⻑期的な溶出濃度が⼤きいか、含有量が⾼い
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基準適合⼟

基準不適合⼟

第⼆溶出量基準
不適合⼟

⼟壌汚染対策法における⼟の区分

有
害
重
⾦
属
等
の
溶
出
濃
度

第⼆溶出量
基準超過

（30倍）

⼟壌溶出量
基準超過

As:0.01mg/L

As:0.30mg/L

溶出試験結果で区分
利⽤場所の条件は考量されない

9



発⽣⼟の分類⽅法の変更点︓｢要管理⼟｣の細分類

酸性⼟でない場合
• 要対策⼟（低濃度）リスクレベルⅠ〜Ⅳ
• 有害物質の種類と濃度、搬出先の環境、⽔利⽤の状況等

の兼ね合いにより、リスクレベルを区分
• 要対策⼟（⾼濃度）
• ⻑期的な溶出濃度が⼤きいか、含有量が⾼い

19

第⼆溶出量基準（30倍超）
or

含有量が著しく⾼い
or

実現象再現溶出試験（10倍超）

溶出濃度に加えて、リスク評価地点（⽔
利⽤箇所、敷地境界等）の距離を考慮

• 発⽣⼟の受⼊先に応じた対応⽅法
• リスクレベルに応じた最適な対策選択

実現象再現溶出試験に基づく⻑期
的溶出濃度が対応⽬標を下回る

【⾼濃度】

【低濃度】

【極低濃度】

発⽣⼟の分類⽅法の変更点︓溶出濃度による区分
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通常の発⽣⼟

要対策⼟

要対策⼟
（⾼濃度）

短
期
溶
出
試
験
に
お
け
る

有
害
重
⾦
属
等
の
溶
出
濃
度

第⼆溶出量基準超過
（30倍）

⼟壌溶出量
基準超過

As:0.01mg/L

As:0.30mg/L

実現象再現溶出試験の
結果次第で、

効率的に事業施⾏を推
進できる可能性

As:0.10mg/L

As:0.01mg/L

⻑期的に⽐較的
⾼濃度の溶出が続
く岩⽯への対応

10



発⽣⼟の分類⽅法の変更点︓リスクレベルの区分

21

• 要対策⼟（低濃度）リスクレベルⅠ〜Ⅳ

• リスクレベルⅠ（場の条件から判断）
地下⽔経由の曝露経路がないと⾒なせる場所
地下⽔が飲⽤される可能性がほとんどない場所
• 海岸沿いの⼟地、岩盤が浅所に存在する場所など

• リスクレベルⅡ
対策を実施しない場所においても、⼈家や引⽤井⼾
の近傍まで汚染地下⽔が到達する可能性が少ない場
所

• リスクレベルⅢ
対策が実施しない場合に、⼈家や引⽤井⼾の近傍ま
で汚染地下⽔が到達する可能性がある場所

• リスクレベルⅣ（距離のみで決まる）
敷地に隣接するか、ごく近傍に⼈家や引⽤井⼾が存
在する場所

定量的評価（影響予測評価）により分ける
ことが可能（⼀部はリスクレベル0に区分）

飲用井戸

大き な河川など

曝露経路が無いと みなせる

（ 例： 大河川を 挟み、 井戸

利用が無い等）

曝露経路が無いと みなせる

（ 例： 大河川を 挟み、 井戸

利用が無い等）

無対策でも ， 人家や飲用井戸ま

で汚染地下水が到達する可能性

が小さ い場合

無対策の場合， 人家や飲用井戸

の至近距離まで汚染地下水が到

達する可能性がある場合

用地に隣接するか， ごく 至近距

離に人家や飲用井戸が存在する

場所

目安： リ スク 評価

対象から 3 0 m 以内

リスクレベルⅠ

リスクレベルⅡ

リスクレベルⅢ

リスクレベルⅣ

（2.10）

(⼀社)⼟⽊研究センター「概要説明資料」より引⽤

発⽣⼟の分類⽅法の変更点︓酸性⼟の取り扱い

22
図-2.1.4要管理⼟の区分の概念図（p.）
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重⾦属の溶出量を推定する⽅法︓短期溶出試験
• 短期溶出試験法には、迅速判定が可能な利点と、実環境・利⽤有姿に対応しない課題がある
• 特定有害産業廃棄物の判定試験(環告13号試験：1972(昭和48)年）
• 固液⽐1：10で6時間の反復⽔平振とう溶出試験の検液で評価
• 試料は廃棄物の利⽤有姿とし、径5mm以下とする。

• ⼟壌汚染対策法に基づく溶出量調査試験（環告18号に定められ、環告46号試験（1991(平成3)年）の付表を引⽤）
• 固液⽐1：10で6時間反復⽔平振とう溶出試験
• ｢⼟壌試料｣を中⼩礫、⽊⽚等を除き、⼟塊、団粒を粗砕した後、2mm以下のふるい通過分を使⽤

• ｢岩⽯・⼟壌｣の溶出試験法（本マニュアル：環告18号試験に準拠）
• 固液⽐1：10で6時間反復⽔平振とう溶出試験
• ｢岩⽯・⼟壌｣試料は粉砕し、2mm以下のふるいを全量通過させて使⽤
• 利点：掘削後に伴う新鮮な破断⾯での評価を⾏うことができる。
• 問題点：試料がボーリングコア試料など、利⽤有姿（岩塊）での試験が困難である。
• 問題点：固液⽐が利⽤有姿を反映していない（例えば⼟壌間隙率なら0.3程度）、また地中での希釈・遅延・拡散が考慮されない。
• 実環境に対して、溶出量を過⼤or過⼩に評価していることが想定される。

酸性化（酸性⼟）の指標
• 短期溶出試験（環告18号試験）のpHおおむね4.0以下、30%H2O2を⽤いた酸性化可能性試験でのpH3.5以下
• ⼀般排⽔基準（pH<5.8）

23

実現象再現溶出試験による評価（3.3.8,p.98〜）

• 2010年版4.9.4実現象再現溶出試験
• 実現象溶出試験は、岩⽯・⼟壌の性状、⼯

事内容、⽔⽂環境等の条件により変化する
⾃然由来の重⾦属等の溶出特性を把握する
ために⾏う。

• 2023年版3.3.8実現象再現溶出試験
• 発⽣⼟を盛⼟等に利⽤する場合は、発⽣⼟

からの重⾦属等の溶出や酸性⽔の発⽣につ
いては、発⽣⼟が置かれる環境の実態に即
して把握し、評価を⾏う⼀助とするために、
実現象再現溶出試験を実施することが望ま
しい。

24

実現象再現溶出試験は、現場ごとに異なる発⽣
⼟の性状や、発⽣⼟と⽔との接触条件、溶出環
境などの影響因⼦を考慮して試験⽅法を任意に
設定する試験である。本試験の実施によって、
現場条件により近い条件での発⽣⼟からの重⾦
属等の溶出、滲出⽔のpHやこれらの経時変化
を評価できる。
試験の実施に当たっては、試験時間や費⽤も考
慮しつつ、溶出に⼤きな影響を与える要素を中
⼼に現場に近い条件を設定し、試験を⾏うこと
が重要である。本試験の仕様の決定や結果の評
価は、専⾨家の助⾔を踏まえて⾏う（ことが望
ましい）。

要対策⼟（酸性⼟）

搬出時管理⼟

要対策⼟（低濃度）

酸性化可能性試験で
要対策⼟（酸性⼟）

短期溶出試験で
要対策⼟（低濃度）

12



各種試験結果による｢要管理⼟｣の判定︓発⽣源濃度区分【⾼】の場合

25

どれか⼀つでも×→発⽣源濃度区分【⾼】
↓

｢要対策⼟（⾼濃度）｣

実現象再現試験でも×であれば↑

各種試験結果による｢要管理⼟｣の判定︓発⽣源濃度区分【極低】の場合

26

全部〇→発⽣源濃度区分【極低】→通常の発⽣⼟

短期溶出試験△
↓
実現現象再現試験〇→発⽣源濃度区分【極低】

↓
搬出時管理⼟

ただし、酸性化×なら→要対策⼟（酸性⼟）

13



各種試験結果による｢要管理⼟｣の判定︓発⽣源濃度区分【低・⾼】の場合

27

短期溶出試験△あるいは、
酸性化可能性試験×
↓

実現現象再現試験（溶出濃度評価）↑
△（環境基準の1〜10倍）→発⽣源濃度区分【低】
×（環境基準の10倍以上）→発⽣源濃度区分【⾼】

↓

搬出時管理⼟

要対策⼟（酸性⼟）
要対策⼟（低濃度）

要対策⼟（⾼濃度）

実現象再現溶出試験における酸性⽔（pH）の判断(2.6要管理⼟の区分)

改訂前
• 短期溶出試験：おおむねpH4.0以下
• 酸性化可能性試験：pH3.5以下
• あるいは⼀般排⽔基準（pH5.8）で判断
• 公共⽤⽔域に排⽔する際に⼀般排⽔基準(海域以外において

はpH5.8)

28

「要管理⼟の判定の⽬安」における酸性⽔の判定
• 短期溶出試験の検液のpHがおおむね4.0以下の

硫酸起源と考えられる酸性を対象として判定
• pH(H2O2)が3.5以下であっても必ずしも⻑期的に

酸性⽔を発⽣するとは限らない。
• 実現象再現溶出試験により⻑期にわたる酸性⽔

の発⽣を評価することができる。
→要管理⼟の判定の⽬安に該当しない⼟は、

酸性化可能性試験や短期溶出試験のpHによ
らず、通常の発⽣⼟として取り扱い可能

• 有機質⼟、⾼有機質⼟は酸性化可能性試験の適
⽤外となる

→盛⼟等に利⽤する場合、実現象再現溶出試
験による評価を⾏うなど、酸性化の可能性
が⼩さいことを別途確認する。

14



｢要管理⼟｣対策の考え⽅（第4章要管理⼟への対応）
表 -4 .2 　 盛土における対策工の例（ 掲載の対策工はマニュ アル本文より 抜粋）

対象と なる濃度区
分・ リ スク レ ベル
の目安

対策工と そのイ メ ージ図 概要

高濃度、

低濃度（ リ スク レ

ベルⅢ,Ⅳ）

【 二重遮水工（ 二重遮水シート による封じ 込め）】 盛土構造物の中に、 周囲を 二重の

遮水構造とした要対策土を封じ込め、

要対策土から の浸透水や滲出水の

発生を 防止する.

低濃度（ リ スク レ

ベルⅡ,Ⅲ）

【 一重遮水工（ 粘性土による封じ 込め）】 盛土構造物の中に、 周囲を 粘性土

によ る 一重の遮水構造と し た要対

策土を 封じ 込め、 要対策土から の

浸透水や滲出水の発生を防止する.

低濃度（ リ スク レ

ベルⅠ）、

酸性土

【 上部遮水工】 要対策土によ る 盛土等構造物の上

部に粘性土、 シート 、 アスフ ァ ル

ト 舗装、 コ ン ク リ ート 舗装等によ

る遮水工を施す.

低濃度（ リ スク レ

ベルⅠ）、

酸性土

【 転圧工】 要対策土によ る 盛土等構造物を 転

圧し 、 締固め効果によ り 透水性を

低減し 、 構造物内部から の重金属

等や酸性水の溶出を 低減する.

低濃度（ リ スク レ

ベルⅡ,Ⅲ）、

酸性土

【 不溶化工・ 中和工】 要対策土に不溶化材や中和材を 添

加し 、 重金属等や酸性水の溶出を

低減する.

資材・ 実績と も に多数ある.

低濃度（ リ スク レ

ベルⅡ,Ⅲ）

【 吸着層工】 要対策土によ る 盛土等の構造物下

面に吸着層を 敷設し 、 重金属等の

地下への浸透を 防止する.

長期的な効果に対する 知見が必要

と さ れている.

低濃度（ リ スク レ

ベル0 （ 低） ,Ⅰ）

【 水質モニタ リ ング】 要対策土によ る 構造物を 含む地下

水を モニタ リ ン グし 、 汚染さ れて

いないこ と を 確認する.

リ スク が低い場合に対策工の一つ

と し て実施可能．

側溝

二重遮水シート による
封じ 込め（ 上下面に保護層）

要対策土

水質
モニタ リ ング

覆土または舗装 排水層

粘性土による封じ 込め

要対策土

水質
モニタ リ ング

側溝
覆土または舗装 排水層

水質
モニタ リ ング

要対策土

粘性土、 シート 、 アスフ ァ ルト 等による上部遮水
覆土または舗装

排水層

側溝

地山と 要対策土の境界を 区別する 材料を 敷設

覆土または舗装

水質

モニタ リ ング盛土を十分に転圧し 、 透水係数を低下さ せる

排水層

側溝

地山と 要対策土の境界を区別する材料を敷設

要対策土

覆土または舗装

重金属等含有土・ 酸性土を 不溶化処理・ 中和処理し て盛土
水質

モニタ リ ング

排水層

側溝

地山と 要対策土の境界を 区別する 材料を 敷設

要対策土

覆土または舗装

要対策土

吸着層（ 排水層を兼ねる） 水質

モニタ リ ング

側溝

基礎地盤（ 高透水）

要対策土

水質
モニタ リ ング

覆土または舗装

排水層

側溝

地山と 要対策土の境界を区別する材料を敷設 29

表 -4 .1 　 要管理土の区分に応じ た対策工の選定

土の区分
発生源濃度区分

（ 発生源評価による判定）

リ スク レベル

（ リ スク 評価による判定）
選定する対策工の目安

搬出時

管理土

非酸性土で

極低濃度
━ 対策工は不要

非酸性土で

低濃度

0

（ 低）

汚染し た浸透水が地下水面に到達し ないか、

汚染地下水が用地境界内にと どまる
必要に応じ て水質モニタ リ ング

要対策土

低濃度

Ⅰ 曝露経路がないと 見なせる場所 水質モニタ リ ングのみ

Ⅱ

対策を 実施し ない場合においても 、 人家

や飲用井戸の至近距離ま で汚染地下水が

到達する可能性が少ない場所

一重の遮水工封じ 込め、 不溶化工、 吸着層工など

Ⅲ

対策を 実施し ない場合、 人家や飲用井戸

の至近距離ま で汚染地下水が到達する 可

能性がある場所

信頼性の高い対策工（ 二重の遮水工封じ 込めなど）、

またはその他の対策工（ 例えばリ スク レベルⅡに

おける目安と なる対策工） に加えてモニタ リ ング

を 強化

Ⅳ
用地に隣接する か、 ごく 至近距離に人家

や飲用井戸が存在する場所

信頼性の高い対策工（ 二重の遮水工封じ 込めなど）

に限定し 、 必要に応じ てモニタ リ ングを強化

高濃度

━

（ 用地に隣接するか、 至近距離に人家や飲用井戸が

存在する場合は盛土等に使用でき ない）

信頼性の高い対策工（ 二重の遮水工封じ 込めなど）

に限定し 、 必要に応じ て不溶化工の併用や、 モニ

タ リ ングを強化

・ 酸性土の場合は、 浸透抑制対策（ 上部遮水工、 転圧工） や中和工などの対策も 併せて実施

・ 直接摂取リ スク のある土の場合は、 覆土工、 表面被覆工、 舗装工などの対策を実施

※覆⼟は必要

(⼀社)⼟⽊研究センター「概要説明資料」より引⽤

施⼯後のモニタリングの留意点（第4章要管理⼟への対応）
モニタ リ ング（ マニュ アル本文 4 .5 ）

モニタ リ ン グは， 自然由来重金属等含有土に関する調査， 設計， 施工の各段階で実施し てき た一連の作業について， その

妥当性の確認， およ び安全を 担保するために重要である． 要対策土を盛土等に利用する 場合は， 工事によ る水環境への影響

確認のため「 施工確認モニタ リ ン グ」 を 行う ． 施工確認モニタ リ ン グは施工前～施工後にわたり ， 発生源から の経路と なり

う る地下水や表流水に対し て実施する（ 表-4 .4 ）．

表 -4 .4 　 施工確認モニタ リ ングの概要
（ 調査項目は通常実施する項目と し てマニュ アル本文より 抜粋）
（ モニタ リ ング調査の対象： 表流水， 湧水， 湖沼水， 地下水）

各段階 目　 的
調査項目

一般的な工事の水文調査 自然由来重金属等への対応

施工前

・ バッ ク グラ ウンド 値の把握

・ 影響予測や施工によ る 影響確認への

活用

・ 流量： 工事に伴う 渇水等の

影響評価 ・ 地下水位： 対策工の効果確認

・ 水温： 水質の基本項目と し て

・ p H： 酸性土によ る 影響把握や重金

属等濃度の変化の考察

・ 電気伝導率： 黄鉄鉱の分解反応の

進行等の推定

・ 重金属等濃度： 工事の影響に伴う

重金属等の拡散の有無確認

施工中

・ 工事による周辺環境への影響把握

・ 対策工の確実な施工を確認

・ 必要に応じ て 重金属等の溶出や酸性

水の発生現象の検討に利用

・ 流量

・ 浮遊物質量（ SS）： 周辺環

境水の汚濁有無確認

施工後

・ 工事による水環境への影響確認

・ 必要に応じ て重金属等の溶出や酸性

水の発生現象の検討に利用

・ 流量

30※施⼯後、年4回を最低2年間実施（終了条件の例：2年間以上連続で基準濃度以下を確認）

(⼀社)⼟⽊研究センター「概要説明資料」より引⽤
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モニタリングの改訂箇所︓⽬的、実施時期、期間の明確化

7.1モニタリングの⽬的
建設⼯事に伴って岩⽯・⼟壌に含まれる⾃然由来の重

⾦属等により⼈の健康への影響が新たに発⽣する可能性
がある場合、⼯事による⽔環境への影響と対策効果の確
認、およびリスク評価結果の検証を⽬的として、地下⽔
や表流⽔のモニタリングを⾏う。

7.2モニタリングの計画
重⾦属等の種類・曝露経路・移⾏特性、対策の種類等

を考慮して、適切な項⽬、⼿法、配置、頻度等を現地の
状況に応じて決定し、モニタリング計画を⽴案する。

7.3モニタリング結果の利⽤と留意点
モニタリングの結果、重⾦属等の濃度の時間変化や分

布を把握し、予測される濃度や分布との差異を⽐較する
ことにより、拡散状況や対策の効果を確認する。モニタ
リング結果が予測と⼤きく異なる場合は、その原因を検
討し、必要に応じてリスク評価の条件の⾒直しや再調査
を⾏う。対策が⼗分でないことが判明した場合は、対策
の⾒直しを⾏う。
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4.5モニタリング
要対策⼟を盛⼟等に利⽤、または仮置きした場合などの際

には、原則として、⼯事による⽔環境への影響の確認を⽬的
とする「施⼯確認モニタリング」を実施する。また必要に応
じて、対策⼯の効果や搬出時管理⼟に関するリスク評価結果
の確認を⽬的とする「効果確認モニタリング」を実施する。

モニタリングは、事業⽤地およびその周辺の必要な箇所に
おいて、施⼯前、施⼯中および施⼯後にわたって実施する。
ただし、対策⼯の効果確認のためのモニタリングは可能な時
期から開始する。

モニタリングの実施にあたっては、モニタリングの⽬的や
現地の状況を踏まえて、対応⽬標、モニタリング項⽬、⽅法、
配置、頻度および期間を計画する。
計画した期間が経過した時点で対応⽬標を満⾜することを

確認した上でモニタリングを終了する。期間内に想定と⼤き
く異なる状況が確認された場合は、モニタリングを継続する
とともに、必要に応じて対策の⾒直しを⾏うなどの措置を講
じる。

-
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4.6 施⼯後の管理と記録の保管

「施⼯確認モニタリング」と「効果確認モニタリング」

• 施⼯確認モニタリングは、⼯事による⽔環境
への影響の確認を⽬的とし、要対策⼟を盛⼟
等に利⽤したり、仮置きした場合などの際に、
原則として実施する。また、必要に応じて掘
削場所においても実施することがある
• 効果確認モニタリングは、必要に応じて実施

するもので、次の2つの場合での適⽤を想定
している。
1. ほかの対策⼯と組み合わせて対策⼯の効果を確認

する場合
2. 発⽣源濃度区分が【低】で影響予測に基づき搬出

時管理⼟となった⼟を盛⼟等にした場合における、
リスク評価結果の確認

32

従来通りのモニタリング

発⽣源濃度区分【低】となり搬
出時管理⼟として扱う場合に、リ
スク評価結果の確認として⾏うモ
ニタリング

＋
要対策⼟（酸性⼟）での覆⼟対

策のモニタリングとして実施され
た事例あり
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施⼯確認モニタリングの概要

33

事業⽤地内の地下⽔や滲出⽔などとその周辺の河川・
湖沼⽔や湧⽔、地下⽔(環境⽔) を対象とする。

施⼯確認モニタリングは周辺環境への施⼯の影響を把
握するために、施⼯前より継続実施し、対象地域におけ
る各測定項⽬のバックグラウンド濃度を把握する。そし
て、施⼯中および施⼯後のモニタリング結果が想定と異
なる場合は、必要に応じて追加調査を⾏ってその変化の
原因を把握し、対策を⾒直すなどの措置を講じる。施⼯
確認モニタリングは施⼯後まで継続するほか、リスク評
価やリスクコミュニケーションの基本資料となるので、
対象地域の地形・地質条件、施⼯場所やその⽴地条件を
⼗分考慮して計画する。

モニタリングの頻度や期間については、リスクの⼤き
さ、現地状況や対策⼯の確実性に応じて適切に設定する
必要があり、影響予測の結果も参考にしつつ、専⾨家の
助⾔を踏まえて定めることが望ましい。なお、モニタリ
ング期間に関しては、評価技術の進歩に応じて計画変更
することも可能である。分析項⽬は、モニタリングの⽬
的を踏まえて適切に選択する。

効果確認モニタリング

34

2．対策⼯の⼀部の効果確認を⽬的とする⼿
法

対策⼯の⼀部要素をモニタリングするもので、
対策⼯の内容に応じて個別に項⽬を設定する。

例えば、
• 遮⽔⼯封じ込め対策では、

 漏洩検知装置による各種のモニタリング
 封じ込め盛⼟内からの排⽔量、盛⼟内⽔

位のモニタリング
• 滲出⽔処理⼯では、

 盛⼟滲出⽔の⽔質モニタリングなど

1. 対策⼯全体の効果の維持やリスク評価結果の確認
を⽬的とする⼿法

搬出時管理⼟のうち、発⽣源濃度区分が【低】となる場合の地下
⽔や表流⽔のモニタリングが該当

モニタリングの期間として、予測結果から数10年といった⻑期間
が必要となる場合があるが、そのような場合は、短いモニタリング
期間で⽬的を達成できるよう、⼯夫することが望ましい。

遮⽔⼯封じ込めの対策効果の把握⽅法
• トレーサー物質の利⽤：封じ込め盛⼟内に遅延係数が⼩さ

いトレーサー物質(例えば⾷塩)を投⼊しておき、その物質
の濃度を測定することで、短いモニタリング期間で対策効
果を確認かする

• モニタリング地点を発⽣源に可能な限り近づける
• 影響予測結果に基づいて、モニタリング地点での管理基準

値を低く設定する など

1. 対策⼯全体の効果やリスク評価結果の確認を⽬
的とするもの

2. 対策⼯の⼀部の効果確認を⽬的とするもの
に⼤別できる。計画や実施に当たっては、要対

策⼟(酸性⼟)も含め、周辺環境への影響を考慮し
て専⾨家の助⾔を踏まえ、必要に応じて関係者と
協議して決定する。
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周辺環境のモニタリングの頻度について

• 施⼯前のモニタリング
• 季節変動や多⾬年と⼩⾬年との差異を明

らかにするために可能であれば着⼯前2〜
3年間の調査が望まれる。

• モニタリングの頻度は、⽔質・⽔位等の
季節変動を把握するため、最低年4回実施
する。降⽔量に対する⽔量、⽔位や⽔質
の応答を把握するため、⽉1回以上の頻度
で計測することが望まれる。

• 流量、地下⽔位、pH、電気伝導率などの
連続計測が可能な項⽬については、連続
計測を⾏うことを必要に応じて検討する。

35

• 施⼯前のモニタリング
• 季節変動や年変動による影響を踏まえ、
施⼯の2~3年前(⼀般的に詳細設計段階に
相当)に調査を開始することが理想的であ
る。

• 周辺環境⽔のモニタリングは施⼯中・施
⼯後も継続される可能性があることを踏
まえ、季節変動が把握できる頻度(少なく
とも四半期に1度)で実施する。

• また、河川の流量、地下⽔位、pH、電気
伝導率などの連続計測が可能な項⽬につ
いては、連続計測を⾏うことを必要に応
じて検討する。

モニタリングの調査項⽬（改訂による変更なし）

36

重⾦属等以外の溶存イオンとして、
Na+，K+，Ca2+，Mg2+，Cl-，HCO3-，

SO4
2-，NO3

2-，HSiO4
-などを測定

流量、地下⽔位、pH、電気伝導率などの連
続計測が可能な項⽬については、連続計測

を⾏うことを必要に応じて検討する。
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モニタリングの終了判断についての指針を提⽰

37

暫定版「…年4回程度の計測…モニタリング結果がリスク
評価の結果を上回らないことを2年以上確認すれば、モニ
タリングを完了しても良い。」

↓

⼟壌汚染対策法の規定も踏まえると、季節変動を考慮し
て対策⼯周辺で年4 回程度の計測を⾏い、（隊宅⼯の施⼯
後に）⽔位や⽔質がある程度⼀定となった状態で、モニタ
リング結果が対応⽬標を上回らない状態が2 年間継続する
ことの確認がなされるまで、モニタリングを継続する必要
がある。

「対応⽬標を上回らない状態の確認がなされる場合」
対応⽬標は、⽔利⽤地点で環境基準を満⾜で きるよう

設定する。ただし、対応⽬標は⼀般排⽔基準を上回らない
よう設定する必要がある。

終了時期は、⼟壌汚染対策法の「地下⽔基準に不適合と
なるおそれがないことの確認⽅法」1)に準じて判断する(表
-4.5.4)ことが考えられる。
1)環境省⽔・⼤気環境局⽔環境課⼟壌環境室:⼟壌汚染対策法に基づく調査及
び措置に関 するガイドライン(改訂第 3.1 版).2022，環境省ホームページ，
https://www.env.go.jp/ water/dojo/gl-man.html

4.6 施⼯後の管理と記録の保管

• 要管理⼟の場合
→ 従来通り、原則的には盛⼟等の形状の変更は⾏わず、盛⼟等の安定性の維持と、対策⼯の機能を維持する
ための管理を⾏う。要対策⼟を使⽤した盛⼟等の⼀部または全部の移動、ないしは事業⽤地外へ搬出する場
合においては、その時点で改めて本マニュアルの考え⽅に従った評価を⾏う。

• 搬出時管理⼟の場合
→ 地下⽔・表流⽔に関する対策が不要な⼟であることから、事業⽤地内での 移動が可能である。ただし、
その場合には他の⼟と区別できるように施⼯し、施⼯後は表⾯を被覆するとともに、移動に関する記録を適
切に更新する必要がある。なお、搬出時管理⼟を事業⽤地外に搬出する場合においては、搬出時点で改めて
本マニュアルの考え⽅に従っ て要管理⼟かどうかの評価を⾏い、適切な対応を⾏う。

38

要対策⼟を盛⼟等に利⽤した場合は、盛⼟等の安定性を維持
するとともに、必要な対策⼯の機能を維持するための管理を⾏
う。盛⼟等の構造物に損傷が確認されたり、対策⼯の機能が損
なわれた場合には、その程度や内容に応じて適切な対応を図る。

また、要管理⼟の適切な管理のため、要管理⼟に関する情報
を記録・保管するとともに、管理段階に承継する。

① 盛⼟等の形状変更、移動についての
取り扱いを明記

② 対策⼯に応じた点検内容の例⽰
③ 異常時の対応
④ 記録の作成と継承

⼟壌汚染対策法との整合性
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4.6 施⼯後の管理と記録の保管

39

要対策⼟を盛⼟等に利⽤した場合は、盛⼟等の安定性を維持
するとともに、必要な対策⼯の機能を維持するための管理を⾏
う。盛⼟等の構造物に損傷が確認されたり、対策⼯の機能が損
なわれた場合には、その程度や内容に応じて適切な対応を図る。

また、要管理⼟の適切な管理のため、要管理⼟に関する情報
を記録・保管するとともに、管理段階に承継する。

① 盛⼟等の形状変更、移動についての
取り扱いを明記

② 対策⼯に応じた点検内容の例⽰
③ 異常時の対応
④ 記録の作成と継承

4.6 施⼯後の管理と記録の保管

40

要対策⼟を盛⼟等に利⽤した場合は、盛⼟等の安定性を維持
するとともに、必要な対策⼯の機能を維持するための管理を⾏
う。盛⼟等の構造物に損傷が確認されたり、対策⼯の機能が損
なわれた場合には、その程度や内容に応じて適切な対応を図る。

また、要管理⼟の適切な管理のため、要管理⼟に関する情報
を記録・保管するとともに、管理段階に承継する。

① 盛⼟等の形状変更、移動についての
取り扱いを明記

② 対策⼯に応じた点検内容の例⽰
③ 異常時の対応
④ 記録の作成と継承

1. モニタリング結果の異常時
• バックグラウンド濃度の変動
• 施⼯のタイミングとモニタリング結果の変動
• 地震、豪⾬、斜⾯変動などの発⽣のタイミングとモ

ニタリング結果の変動
• 事業⽤地外の状況の変化とモニタリング結果の変動

施⼯中および施⼯後のモニタリング結果が想定と異なる場合、必
要な追加調査を⾏って原因を推定する。

2. 盛⼟が崩壊などの損傷を受けた場合
• 情報公開の徹底
• 拡散した要対策⼟の回収
• 対策⼯の応急対策
• 対策⼯の修復
• モニタリングの強化

要対策⼟による周辺環境への影響の軽減の観点か
ら下記の対応を⾏う。早期に対応することで、周
辺環境への影響は軽減できる。
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④記録の作成と継承

41

報告書・記録内容の例：
① 調査・対策に⾄るまでの経緯(調査・対策の⽬的・⽅針)

② 調査報告書(⾃然由来重⾦属等含有⼟や酸性⼟の状況、対策範囲
の決定根拠)

③ 対策計画書(対策の選定の経過)

④ ⼯事開始前の検討結果
⑤ ⼯事中のモニタリング結果(周辺環境など)

⑥ 分析結果の証明書
⑦ 変更記録(対策の追加、対策範囲の変更など)

⑧ 事業者、関係⾃治体との打合せの内容
⑨ ⾃然由来重⾦属等含有⼟や酸性⼟の移動記録

要管理⼟に関する調査、評価(試験結果を含む)、運搬
(トレーサビリティー)、対策の設計・施⼯、維持管理
⽅針およびモニタリング結果など の諸情報を記録・
保管し、将来の不測の事態に備える。

管理台帳などを作成し、 要管理⼟が継続して存在する間、
事業者や施設管理者などが保管し、情報を共有することが
望ましい。

＋ 対策箇所の図⾯等

おわりに
• マニュアル改訂版では、周辺環境に応じたリスクレベルの設定と、

実現象再現溶出試験を活⽤した新たな発⽣区分の考え⽅を設定した
ことで、より柔軟かつ合理的な重⾦属等の溶出および酸性⽔の発⽣
に対応することを推奨しています。

• また、事業実施におけるリスクコミュニケーションの説明材料とし
て活⽤されることも期待しています。

• ⼟⽊研究所では、重⾦属等の調査・対応に関する調査研究および本
マニュアルの普及活動を継続的に実施しています。お困りの際は、
重⾦属等に関する問い合わせ・相談先として、是⾮ご活⽤下さい。
つくば中央研究所 地質チーム・寒地⼟⽊研究所 防災地質チーム

本マニュアルは今後も改訂が必要であり、そのためには多様な地質に対応
した調査・施⼯等の研究事例の積み重ねが⾮常に重要です。引き続き、皆様
による対応事例の積極的な公表、研究試料の提供、現地実験等にご配慮・ご
協⼒頂けますよう、どうぞよろしくお願いいたします。
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